
別　紙　４ R2.4月版

　介護報酬告示上の金額

　※事前にご説明させていただき、ご同意を頂いた上での開始とさせていただきます。

　当訪問リハビリテーション事業所の医師が、診療を行っていない利
用者に対し、訪問リハビリテーションを行った場合。

消費税は別途

以下、１㎞増すごとに１００円を加算されます。

リハビリテーション
マネジメント加算Ⅲ ３２０円／月 ６４０円／月 ９６０円／月

３．５㎞未満 ６００円

　医師からの指示と記録。
　リハビリテーション会議の開催・利用者の情報共有（居宅ケアマネ他構成員）と
記録。
　３月１回以上のリハビリテーション会議の開催・計画の見直し。
　居宅ケアマネに対しての情報提供。
下記、①又は②に適合すること
　①当訪問リハビリ職員が、サービス計画に位置付けた居宅サービスの従業者
とともに利用者宅へ訪問。介護等についての助言を行う。
　②当訪問リハビリ職員が、利用者宅へ訪問し、家族に対して介護等について
の助言を行う。
　当事業所の医師が、利用者・家族に対して訪問リハビリテーション計画内容を
説明・同意を得る。
上記、すべての記録。

リハビリテーション
マネジメント加算Ⅳ

４２０円
／３月毎

８４０円
／３月毎

１,２６０円
／３月毎

　リハビリテーションマネジメント加算Ⅲをすべて適合すること。
　訪問リハビリテーション計画等のデータを厚労省に提出。

済生会今治老人保健施設　希望の園　訪問リハビリテーション

短期集中リハビリテーション
実施加算 ２００円／日 ４００円／日 ６００円／日

　利用者の状態に応じて基本的動作能力及び応用的動作能力を向上
させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施。
　退院（所）又は認定日から起算して３月以内の期間に、１週につきお
おむね２日以上、１日当たり２０分以上実施する。
　リハビリテーションマネジメント加算を同時算定。

　　運営規程に定めた、通常の事業の実施地域を越えて行う交通費については、下記料金が加算されます。

区分（片道の距離）

３　施設での利用料金

交通費

利用料金　(訪問リハビリテーション）

１２円／回

５６０円／月

　訪問リハビリテーションを利用者に直接提供する理学療法士、作業
療法士又は言語聴覚士のうち、勤続年数が３年以上の者が１名以上
いること。

　医師からの指示と記録。
　リハビリテーション会議の開催・利用者の情報共有（居宅ケアマネ他構成員）と
記録。
　訪問リハビリテーション計画について、利用者・家族への説明・同意を得る・医
師への報告。
　３月１回以上のリハビリテーション会議の開催・計画の見直し。
　居宅ケアマネに対しての情報提供。
下記、①又は②に適合すること
　①当訪問リハビリ職員が、サービス計画に位置付けた居宅サービスの従業者
とともに利用者宅へ訪問。介護等についての助言を行う。
　②当訪問リハビリ職員が、利用者宅へ訪問し、家族に対して介護等について
の助言を行う。
上記、すべての記録。

１月の利用料金
自己負担額
（２割負担）

８４０円／月２８０円／月

サービス提供体制強化加算

７００円

診療未実施減算 ▲２０円／回 ▲４０円／回 ▲６０円／回

１８円／回

３．５㎞以上４．５㎞未満

備　　　考

リハビリテーション
マネジメント加算Ⅱ

1回につき ５８４円

２　加算料金

１月の利用料金
自己負担額
（1割負担）

２９２円 ８７６円

６円／回

４．５㎞以上５．５㎞未満 ８００円

１　基本料金（訪問リハビリテーション費）

1回２０分
※基本訪問時間は、１日４０分ですので、

２回分の料金となります。

リハビリテーション
マネジメント加算Ⅰ ２３０円／月 ４６０円／月 ６９０円／月

　訪問リハビリテーション計画の定期的評価・見直し。
　居宅ケアマネに対しての情報提供。（日常生活上の留意点・介護の
工夫）
　医師からの指示と記録。

１月の利用料金
自己負担額
（３割負担）


